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拝啓 向春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別の

ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、先般より、HP上でも皆様にご案内申し上げておりましたが、いよいよ
本年 3月７日（あと１ヶ月を切りました！）新不動産登記法が施行になります。 
それに伴い、登記の仕組みが大幅に変わり、私どもの登記業務の形態も大き

く変わります。（詳しくは別添解説書をごらんください。） 
そのため、少なからず、貴社の皆様には多大なるご面倒をおかけすることと

なりますが、ご配慮を賜りながら、業務に支障のないように努めてまいる所存

です。 
従いまして、別添（抜粋）の書類のご準備をいただくこととなりますので、

よろしくお願い申し上げます。 
とりいそぎ失礼ながら、ご案内を申し上げますととも貴協会会員皆様の益々

のご発展を祈念申し上げます。 

敬具 
重大な変更点 
１． すべての登記に「登記原因証明情報」を添付することになりました！ 
 
２． したがって所謂「中間省略登記」は不可となることが明確になりました。 
 
３． 印鑑証明書の原本還付ができなくなったため、お客様はじめ余分にご用

意いただくことになります！ 
 
４． 登記済証が無い場合の「本人確認証明情報」作成のため「業務権限証明

書」が必要になります。 
 
５． その他必要に応じて、本人確認が厳重になります。 
 
以上 よろしくお願い致します。詳しくは当事務所 HPをご覧下さい。 
 
※ 埼玉司法書士会登記対策部として、研修講師を派遣することもできます。 
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（見本） 

司法書士登記業務委任契約書  
 

       住所 
（甲）委任者 氏名                印   

 
       住所 
委任者 氏名                印  

 
    埼玉県川口市中青木二丁目 20番 37号 

 
  （乙）受任者司法書士             職印 

（埼玉司法書士会 第  号）  
 

甲 を委任者とし、乙司法書士 を受任者として、下記のとおり登記業務委任契約を締結

したので、その証として本書 2通を作成し、双方各 1通を保有する。 
 
１．委任する業務の範囲 
（1） 別紙登記原因証明情報に基づく登記申請代理業務 
（2） 前項の登記申請に添付する登記原因証明情報の作成及び本人確認報告業務 
（3） 登記識別情報の効力証明申請代理及び電子証明書有効性検証代理業務 
（4） 登記原因証明情報の閲覧 
（5） 登記同時履行の立会業務 
（6） 登記識別情報受領代理業務 
（7） 前項の登記申請に関する審査請求代理業務 
（8） 上記各号についての復代理人選任の件 
（9） 上記各号に付帯関連する一切の業務 
 
２．受任者の義務 
（1） 受任者は、前項の業務を、民法・不動産登記法・司法書士法その他の関連法規
に則り、不動産登記に関する資格者としての注意義務をもって執行する。 

（2） 受任者は、業務完了後速やかに委任者に対し業務完了報告を行い、登記識別情
報通知、登記完了通知、登記原因証明情報謄本等を、名義に応じ交付する。 

（3） 受任者は前項の業務により知ることの出来た情報について、司法書士法第２４
条による守秘義務を負う。 

 
３．委任者の義務 
（1） 委任者は受任者との合意により、第 1項の業務に必要な費用及び司法書士報酬
を支払う。 

（2） 委任者は、受任者の請求に応じて第 1項の業務に必要な書面及び情報を受任者
に交付し、受任者が行う調査などの受任者の業務執行に協力する。 

（3） 委任者は、受任者に対し、登記申請委任状を交付した後は、当該委任契約の解
除及び登記別情報の失効申出を行わない。 

以下余白 
 

 
 

(出典：埼玉司法書士会登記法対策部編「改正不動産登記法の実務」) 

※ なお、報酬価額について、従来より厳格な本人確認手続となるために値上がりするのでは

ないかとの懸念については、それぞれの司法書士事務所にお尋ねください。 
※ 従来より新法対応に近い厳格な本人確認手続をとってきている事務所は、比較的値上がり

率は抑えることができます。書類の増加があるため、若干の手間の分の上昇はやむを得ず、

その旨ご了承をお願いする次第です。 
※取引の安全と登記の正確性のため、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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